
 

北上市選挙管理委員会告示第19号 

 

北上市市議会議員及び市長の選挙における選挙運動の公営規程の一部を改正する告示を次のように定める。 

 

  令和４年12月１日 

北上市選挙管理委員会委員長 淺 田  格       

 

北上市市議会議員及び市長の選挙における選挙運動の公営規程の一部を改正する告示 

 

北上市市議会議員及び市長の選挙における選挙運動の公営規程（平成６年北上市選挙管理委員会告示第19号）の一部を次のよ

うに改正する。 

改正前 改正後 

様式第４号（第５条関係） 

その１ 

［略］ 

備考 １～３ ［略］ 

    ４ 公費負担の限度額は、選挙運動用自動車１台につ

き１日当たり次の金額までです。 

      (1) 一般乗用旅客自動車運送事業者との運送契約

による場合           6 万 4,500 円 

(2) (1)以外の場合        1 万 5,800 円 

５ ［略］ 

    ６ ［略］ 

７ ［略］ 

様式第４号（第５条関係） 

その１ 

［略］ 

備考 １～３ ［略］ 

     

 

 

 

 

４ ［略］ 

    ５ ［略］ 

６ ［略］ 



 

 その２ 

［略］ 

 その３ 

 ［略］ 

備考 １～３ ［略］ 

４ 公費負担の限度額は、選挙運動用自動車１台につ

き１日を通じて１万 2,500 円までです。 

５ ［略］ 

６ ［略］ 

 

様式第６号（第５条関係） 

 ［略］ 

備考 １～３ ［略］ 

４ １人につき候補者を通じて公費負担の対象となる

枚数及びそれぞれの契約に基づく公費負担の限度額

は、次のとおりです。 

     (1) 枚数 

       当該選挙が行われる区域におけるポスター掲示

場数に相当する枚数 

     (2) 限度額 

 

 

単価×確認された作成枚数＝限度額 

その２ 

［略］ 

 その３ 

 ［略］ 

備考 １～３ ［略］ 

 

 

４ ［略］ 

５ ［略］ 

 

様式第６号（第５条関係） 

 ［略］ 

備考 １～３ ［略］ 

 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

31万500円＋ 525円６銭×ポスター掲示場数     １円未満  

               ＝単価…の端数は 

ポスター掲示場数            切上げ 



 

附 則 

この告示は、令和４年12月１日から施行する。 


